
 

二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
政
府
委
員
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

（
目
的
等
） 

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
に
関
し
、
国
際
博
覧
会
条
約
第
十
二
条

 

の
規
定
に
基
づ
く
政
府
委
員
の
設
置
及
び
そ
の
任
務
、
給
与
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
博
覧
会
条
約
」
と
は
、
千
九
百
八
十
八
年
五
月
三
十
一
日
に
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
千

九
百
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
の
国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
（
千
九
百
四
十
八
年
五
月
十
日
、
千
九
百
六
十
六
年
十
一

月
十
六
日
及
び
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
三
十
日
の
議
定
書
並
び
に
千
九
百
八
十
二
年
六
月
二
十
四
日
の
改
正
に
よ
っ
て
改

正
さ
れ
及
び
補
足
さ
れ
た
も
の
）
の
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
千
九
百
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
に
パ
リ
で
署
名
さ
れ
、

千
九
百
四
十
八
年
五
月
十
日
、
千
九
百
六
十
六
年
十
一
月
十
六
日
及
び
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
三
十
日
の
議
定
書
並
び
に

 

千
九
百
八
十
二
年
六
月
二
十
四
日
の
改
正
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
及
び
補
足
さ
れ
た
国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
を
い
う
。

（
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
政
府
委
員
） 

第
二
条　

外
務
省
に
、
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
政
府
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
く
。 

２　

委
員
は
、
特
別
職
の
国
家
公
務
員
と
し
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
外



 

務
職
員
以
外
の
外
務
公
務
員
と
す
る
。

（
任
務
） 

第
三
条　

委
員
は
、
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
際
博
覧
会
条
約
（
国
際
博
覧
会
条
約
第

二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
一
般
規
則
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

 

よ
り
、
日
本
国
政
府
を
代
表
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

第
四
条　

関
係
府
省
の
長
は
、
委
員
の
任
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。 

（
任
免
） 

第
五
条　

委
員
の
任
免
は
、
外
務
大
臣
の
申
出
に
よ
り
内
閣
が
行
う
。 

 

２　

委
員
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
給
与
及
び
災
害
補
償
） 

第
六
条　

委
員
の
俸
給
月
額
は
、
百
十
七
万
八
千
円
と
し
、
そ
の
他
委
員
の
給
与
、
委
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る

災
害
に
対
す
る
補
償
及
び
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
委
員
に
対
す
る
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
別

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲



 

げ
る
特
別
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

附　

則 

１　

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２　

こ
の
法
律
は
、
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
そ
の
効
力
を
失

 

う
。

     



理　

由 
　

令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
国
際
博
覧
会
条
約

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
府
委
員
と
し
て
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
政
府
委
員
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
任
務
、

給
与
等
に
つ
い
て
所
要
の
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


